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◎ 特定施設・・・ 実地指導 ・ 監査 ※営利法人監査は除く。

養護老人ホーム・・・ 施設監査（一般監査・特別監査）

軽費老人ホーム・・・ 施設監査（一般監査・特別監査）

有料老人ホーム・・・ 立入検査

◎ 未届け有料老人ホーム

◎ 有料老人ホームの立入検査については、特定施設の実地指導

と同日に行う場合がある。

◎ 養護老人ホーム及び軽費老人ホームの施設監査については、社

会福祉法人の会計監査を同日に行うこともあり、特定施設の実地

指導と同日には行っていない。
県又は市町村へ
情報提供を！
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■ 無資格者の医療行為の禁止（１）
《ある施設で見られた事例》
● インシュリン注射について、朝・夕の時間帯は看護職員が配置されていない

時間であるため、代わりに介護職員が注射を行っている。

● たん吸引や酸素吸入について、介護福祉士の資格があればできると思い、当
該資格を持つ介護職員が行っている。

国では様々な議論を踏まえて、平成２１年度から一部の特別養護老人ホーム

でモデル事業を行うなど何らかの方策を検討している段階ですが、現行の法令・
制度では、ヘルパーが医療行為を行うことは禁止されており、罰則を伴います。

いずれにしても医師の指示が必要であることに注意してください。また、医師の

指示のもと行うことができるのは、看護師又は准看護師であり、介護福祉士の資
格を有しても、そのような効果はありません。
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■ 無資格者の医療行為の禁止（２）
（根拠条文）
医師法第17条
→「医師でなければ、医業をしてはならない。」

保健師助産師看護師法第31条
→「看護師でない者は、第5条に規定する業（療養上の世話・診療の補助）をして

はならない。」

● 介護の現場で「医療行為」と疑義が生じることの多い行為

（医師、看護師等以外が行うことができる行為）

→「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産婦看護師法第31条の解釈について」

H17.7.28 老振発第0728001号を参照・・・介護報酬の解釈２ P.28～29

● 看護職員は医師の指示があれば、診療の補助行為（点滴、注射等）は可能。

※介護保険の訪問看護等居宅サービスの実施は認められないが、末期ガン・難病患者

及び急性増悪等の場合は医療保険での訪問看護は認められる。

→医療行為については個別具体的な判断が必要があり、県・国に問い合わせを

→看護職員不在時の「無資格者によるインシュリン注射」等を防止するには、勤務配置

について配慮する必要がある。
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■ 身体拘束廃止（１）

《ある施設で見られた事例》
● 家族の同意さえ取り付ければ、身体拘束を行うことができると考えている。

本人及び家族に説明し同意を得るのは、あくまでも３要件を満たし、施設内で

十分な検討がされてはじめて行うものであり、同意が直接の要件ではありません。

《ある施設で見られた事例》
● 説明書の中で、拘束開始日時は記載されているが、解除予定日時がない。

３要件の一つである「一時性」を遵守していないことと同じです。身体拘束はあ

くまでも一時的なもので、漫然と行うものではありません。
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■ 身体拘束廃止（２）

《ある施設で見られた事例》
● 日々の観察記録が不十分である。

● 毎月の身体拘束廃止委員会で、状態を記載しているものはあるが、日々の観
察とまでは言えない。

身体拘束を行っている入居者の情報について、必ずしも専用のファイル又は

記録を求めているわけではありませんが、基本的な考え方として、一刻も早く身
体拘束を解除するためには、一般入居者以上に観察し、「代替方法はないの
か。」、「何が原因なのか。」を常に検討することが大切だと考えます。

そのためには、日々の観察を一般入居者以上に行い、記録に残してください。
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Outline
動けないように、

Ｙ字拘束帯
腰ベルト
ヒモで縛る

動けないように、
Ｙ字拘束帯
腰ベルト

ヒモで縛る
自分で降りられないように、

四方を柵で囲む

転落しないように又は
点滴チューブを抜かないよ

うに、ヒモで縛る

自分で降りられないように、
四方を柵で囲む

転落しないように又は
点滴チューブを抜かないよ

うに、ヒモで縛る

皮膚をかきむしらない
ように又は点滴チューブ

を抜かないように
ミトン型の手袋をつける

皮膚をかきむしらない
ように又は点滴チューブ

を抜かないように
ミトン型の手袋をつける

脱衣やおむつを外
さないように、
介護服（つなぎ
服）を着せる

脱衣やおむつを外
さないように、
介護服（つなぎ
服）を着せる

・筋力の低下など身体機能の低下、褥そう発生

・食欲の低下、感染症への抵抗力の低下

・窒息などの大事故の危険性

・不安、怒り、屈辱、あきらめ、認知症の進行

・家族への精神的苦痛、罪悪感、後悔

・スタッフが誇りを失い、士気が低下

・スタッフのケア質が低下、社会的な不信、偏見

・本人の気力、残存能力の低下

・さらなる医療的処置のため、経済的にも影響

身体的弊害身体的弊害

精神的弊害精神的弊害 社会的弊害社会的弊害
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〈三つの要件をすべて満たすことが必要〉
◆切迫性 利用者本人または他の利用者等の生命または身体が

危険にさらされる可能性が著しく高いこと

◆非代替性 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護
方法がないこと

◆一時性 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること

切迫性

非代替性 一時性

要件をすべて
満たす部分
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■ 特定施設サービス計画

《ある施設で見られた事例》
● 計画作成担当者が一人で原案を作成し、利用者に交付している。

基準省令第１８４条第３項に「他の特定施設従業者と協議の上」と明記されて

おり、計画作成担当者が一人で作成しただけでは不適切です。

《ある施設で見られた事例》
● サービス提供開始後、特定施設サービス計画の作成、利用者の同意を得ている。

基準省令第１８３条第２項に「指定特定施設入居者生活介護は、・・・特定施設

サービス計画に基づき」と明記されており、サービス提供開始前に必要な手続き
を行ってください。特に個別機能訓練計画も含めている場合は算定できないケー
スも考えられ、アセスメント、課題分析等の一連のプロセスに注意してください。
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■ 人員基準（１） ～生活相談員vol.1～
《ある施設で見られた事例》
● 生活相談員について、他職種との安易な兼務が見られる。

一般型の場合、介護職員と兼務しているケースが多いのですが、その場合は

双方の職種とも常勤換算を行う必要があります。

生活相談員としての業務は施設で重要な位置を占めるものですが、その認識

が低いように思われます。このことについては、あとで詳細な説明をします。

外部サービス利用型の場合、一般型と違い、「常勤・専従」が要件であるので、

１人配置の場合は支障がない場合を除き、原則として兼務できません。
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■ 人員基準（２） ～生活相談員vol.2～
（根拠条文：一般型）
基準省令第175条第2項第1号他

→「常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに１人以上」

基準省令第175条第2項第4号他
→「・・・生活相談員のうち１人以上は、常勤でなければならない。」

（根拠条文：外部サービス利用型）
基準省令第192条の4第2項第1号他

→「常勤換算方法で、利用者の数が100又はその端数を増すごとに１人以上」

基準省令第192の4条第2項第5号他
→「・・・生活相談員のうち１人以上は、専らその職務に従事し、かつ、常勤でなけ

ればならない。ただし、利用者の処遇に支障がない場合は、当該特定施設に
おける他の職務に従事することができるものとする。」

（根拠条文：一般型・外部サービス利用型）
基準省令第187条

→「・・・常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努
め、利用者又はその家族に対し、その家族に対し、その相談に適切に応じる
とともに、利用者の社会生活に必要な支援を行わなければならない。」



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 人員基準（３） ～その他～
《ある施設で見られた事例》
● 併設で介護サービス事業所を運営している場合、混在一体的な運営がなされ

ている。

運営は全く別ものであり、それぞれの事業所が定められた人員基準（介護保険
法、老人福祉法等）を満たす必要があります。

委託を行っている場合であっても、指揮命令系統及び責任の所在を明確にし

ておく必要があります。

委託を行っている場合などを除き、特定施設の従業者自身が特定施設サービ

スを提供する必要があります。
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■ 設備基準 ～避難経路の確保～

《ある施設で見られた事例》
● 非常口等の避難経路について、段差があるため、車イスでの円滑な避難を行

うことができない。

基準省令第１７７条第２項第３号において「円滑な避難が可能な構造」、同条

第５項において「車椅子で円滑な移動することが可能な空間と構造」と規定され
ており、解釈通知で段差の解消等についての記載もあります。

非常口等で段差がある場合は解消するようにしてください。
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■ 個別機能訓練加算（１）

《ある施設で見られた事例》
● 看護師又は看護職員を専従の機能訓練指導員として配置した場合、看護職員

について、基準上の人員を配置できていない。

まず、看護職員の人員配置基準を満たしているかどうかの検討が必要です。

その上で、当該加算に係る専従の機能訓練指導員の配置を行ってください。
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■ 個別機能訓練加算（２）

《ある施設からの質問》
● 利用者に対して、 ３月に１回以上、個別機能訓練計画を変更する必要がある

のか、教えてほしい。

平成１２年老企第４０号通知で算定要件とされている、「④個別機能訓練を行

う場合は、開始時及びその３月ごとに１回以上利用者に対して個別機能訓練計
画を説明し、記録する。」では、計画の変更まで求めているわけではありません。

利用者に説明し、記録したものがケース記録等で確認できればよいこととなっ

ています。

ただし、計画を変更することについて、必要に応じて実施いただいても構いま
せん。
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■ 個別機能訓練加算（３）
《ある施設からの質問》
● 個別機能訓練加算の算定や内容について教えてほしい。

平成１２年老企第４０号通知で算定要件とされている項目について、全て満た

す必要があります。

入居期間のうち、機能訓練実施期間中において算定することができます。介護
報酬の解釈 １にも新たなＱ＆Ａが掲載されていますので、参考にしてください。
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■ 個別機能訓練加算（４）
（参考：算定要件）

①常勤・専従の理学療法士等を１名以上配置し、計画的に行うもの

②機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、利用者ごとにその

目標、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った効

果、実施方法等について評価等を行うもの（内容を特定施設サービス計画に記載する

ことで、個別機能訓練計画の作成に代えることができる。)

③開始時及び３月に１回以上利用者に対して計画の内容を説明し、記録するもの

④個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管さ

れ、常に特定施設の個別機能訓練の従事者により閲覧可能であること

（参考：平成18年4月改訂関係Ｑ＆Ａ（vol.3））

● 従来機能訓練指導員配置することを評価していた体制加算を、その配置と共に、個

別に計画を立て、機能訓練を行うことを評価することとしたもの

● 入居期間のうち機能訓練実施期間中において算定することが可能なもの

● 各利用者の心身状況等に応じて、必要な機能の改善又は減退を予防する訓練
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■ 夜間看護体制加算（１）

《ある施設で見られた事例》
● 重度化した場合における対応に係る指針について、２４時間連絡体制と混同

している。

平成１２年厚生省告示第２６号で、「①常勤看護師の１名以上配置」、「②２４時

間連絡体制の確保」、「③重度化した場合における対応に係る指針を定め、内容
の説明、同意」が算定要件とされており、内容は別のものです。

２４時間連絡体制の内容については、平成１２年老企第４０号で示され、介
護報酬の解釈 １でも記載があるので既に御承知かと思いますが、「重度化対

応指針」については、特に解釈通知等が存在しないため、グループホームに
おける「医療連携体制加算」の「重度化対応指針」を参考に作成してください。
（厚生労働省にも確認済み。特定協も同様の説明。）
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■ 夜間看護体制加算（２）
（参考：グループホーム「医療連携体制加算」の重度化対応指針）

盛り込むべき項目として、例えば、

①急性期における医師や医療機関との連携体制

②入院期間中における特定施設における居住費や食費の取扱い

③看取りに関する考え方、本人及び家族との話し合いや意思確認の方法等の看取りに

関する指針

を参考に作成すること。

→必ずしも①～③までの記載を求めているものではないが、重度化対応指針として、相応

のものが必要である。

→指針を作成した後に、利用者又は家族に対し、説明を行った上、同意を得る必要がある。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 医療機関連携加算

《ある施設からの質問》
● 協力医療機関等との間で、予め定めておく様式があれば示してほしい。

当該加算のために新たに契約等を行わない場合は、これまでも必要であった

協力医療機関との契約書の記載内容を工夫することや、情報提供に係る様式を
使用し、何らかの形で取り決めを行い、各施設で準備しておいてください。

予め定めておく様式（取り決めを行う契約書的なもの）等については、国や他都

道府県にも確認しましたが、決められたものはありません。

なお、情報提供の様式、同意書等については、（社）全国有料老人ホーム協会

ＨＰで参考のものが掲載されており、会員以外でもダウンロードできます。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 障害者等支援加算

《ある施設からの質問》
● 「医師により同等の症状を有するものと診断された者」の「診断」とはどのような

形が必要と考えるか。

必ずしも診断書に限ったものではなく、知的能力判定、社会適応能力判定等
から「療育手帳の交付」と同等の症状を有する、また、精神疾患（病名が必要）
と能力障害の状態から「精神障害者保健福祉手帳」と同等の症状を有するこ
とを証明できる、個々人の態様に応じた何らかの書類が必要と考えます。

併せて、各手帳（期限切れ）の写しがあれば保存してください。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）

A Group Guidance Of Okayama

Outline

■ 運営規程

《ある施設で見られた事例》
● 混合型特定施設であるが、運営の方針の中で介護予防に関する記載がない。

混合型特定施設に対してでありますが、各施設とも運営規程で基本方針や運

営方針について記載している中で、特定施設の内容だけではなく、介護予防特
定施設についても内容を記載するようにし、要支援者に対する自立支援のサー
ビスを行うよう配慮してください。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）
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Outline

■ 特定施設サービス費の算定 ～入院中の外泊vol.1～

《ある施設で見られた事例》
● 特定施設に入居中のＡさんが医療機関に入院したが、入院先から外泊許可を

得て、５日間特定施設の部屋に戻ってきたため、サービスを行い、入居中と同じ
ように５日間についても特定施設サービス費を算定している。

利用者が入院先から退院された場合は介護保険を適用することができますが、

退院せずに外泊扱いで戻ってきた場合は、医療機関で「外泊」に関する費用を算
定しているため、同時に介護保険を請求することはできません。

上記にケースでは、特定施設は特定施設サービス費を請求できません。

利用者に対しては、入居時に重要事項説明書等で、入院時の取扱いについ

て、説明を行っておくことが必要です。



平成平成2121年度年度 実地指導の結果実地指導の結果

（実施にあたっての留意事項）（実施にあたっての留意事項）
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Outline

（参考：介護報酬等に係るＱ＆Ａ vol.2（平成12年4月28日））

Ⅰ 介護報酬関係

（１） 在宅サービス

４ 【医療保険適用病床入院の外泊中における訪問通所サービスについて】

医療保険適用病床からの外泊中に、介護保険の給付対象である訪問通所サー

ビスの利用は可能か。

（答） 医療保険適用病床入院からの外泊中に受けた訪問通所サービスについては介
護保険による算定はできない。

■ 特定施設サービス費の算定 ～入院中の外泊vol.2～

（参考：介護報酬に係るＱ＆Ａ（平成15年4月版））

12 施設サービス（共通事項）

（５） その他

Ｑ13 施設入所（入院）者が外泊した場合の居宅サービスの算定について

Ａ13 介護保険施設および医療機関の入所（入院）者が外泊時に利用した居宅サービ
スについては、外泊時費用の算定の有無にかかわらず、介護保険において算定で
きない。



参考資料（平成参考資料（平成1212年年33月月3030日老企第日老企第5252号）号）
★特定施設入居者生活介護事業者が受領する★特定施設入居者生活介護事業者が受領する

介護保険の給付対象外の介護費用について介護保険の給付対象外の介護費用について

A Group Guidance Of Okayama

Outline

個別的な選択による
介護サービス費用

個別的な選択による
介護サービス費用

人員配置が手厚い場合の
介護サービス費用

人員配置が手厚い場合の
介護サービス費用

① 要介護者等が30人以上の場合
看護・介護職員の人数が、常勤換算方法で、要介護者等の数（前年度の平均値）が2.5

又はその端数を増すごとに1人以上であること

① 要介護者等が30人以上の場合
看護・介護職員の人数が、常勤換算方法で、要介護者等の数（前年度の平均値）が2.5

又はその端数を増すごとに1人以上であること

保険給付対象外の介護サービス費用を受領できる場合
※あらかじめ、利用者又はその家族に対して、当該サービスの内容、費用及び人員配置
状況について十分に説明を行い、利用者の同意を得ることが必要である。

保険給付対象外の介護サービス費用を受領できる場合
※あらかじめ、利用者又はその家族に対して、当該サービスの内容、費用及び人員配置
状況について十分に説明を行い、利用者の同意を得ることが必要である。

② 要介護者等が30人未満の場合
看護・介護職員の人数が、居宅サービス基準等に基づき算出された人数に2人を加えた

人数以上であること。

② 要介護者等が30人未満の場合
看護・介護職員の人数が、居宅サービス基準等に基づき算出された人数に2人を加えた

人数以上であること。

① 個別的な外出介助
利用者の特別な希望により、個別的に行われる買い物、旅行等の外出介助（当該特定施

設の行事、機能訓練、健康管理の一環として行われるものは除く。）及び当該特定施設が
定めた医療機関以外の通院又は入退院の際の介助等に要する費用。

① 個別的な外出介助
利用者の特別な希望により、個別的に行われる買い物、旅行等の外出介助（当該特定施

設の行事、機能訓練、健康管理の一環として行われるものは除く。）及び当該特定施設が
定めた医療機関以外の通院又は入退院の際の介助等に要する費用。

② 個別的な買い物等の代行
利用者の特別な希望により、当該特定施設において通常想定している範囲の店舗以外の

店舗に係る買い物等の代行に要する費用。

② 個別的な買い物等の代行
利用者の特別な希望により、当該特定施設において通常想定している範囲の店舗以外の

店舗に係る買い物等の代行に要する費用。

③ 標準的な回数を超えた入浴を行った場合の介助
利用者の特別な希望により、当該特定施設が定めた標準的な入浴回数を超えた回数（当

該特定施設が定めた標準的な入浴回数が1週間に3回以上である場合には4回以上。）の入
浴の介助に要する費用。 ※基準上、1週間に2回以上の入浴が必要であることに留意。

③ 標準的な回数を超えた入浴を行った場合の介助
利用者の特別な希望により、当該特定施設が定めた標準的な入浴回数を超えた回数（当

該特定施設が定めた標準的な入浴回数が1週間に3回以上である場合には4回以上。）の入
浴の介助に要する費用。 ※基準上、1週間に2回以上の入浴が必要であることに留意。



Ⅷ 身体拘束廃止
（アンケート集計をもとに）
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身体拘束廃止身体拘束廃止
（アンケート集計をもとに）（アンケート集計をもとに）
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■ アンケート結果 ～まとめ・感想～

◎ 家族への対応

◎ 認知症ケア・ケアプラン

◎ 入居者の真意

◎ 行動制限・目的

◎ 自分自身（自分の両親）に重ねてみる

◎ 第三者の視点を持つ

◎ 施設間の繋がり

◎ 管理者のリーダーシップ・決意・バックアップ



身体拘束廃止身体拘束廃止
（アンケート集計をもとに）（アンケート集計をもとに）
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■ 身体拘束廃止をどう進めるか （厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」から）

１ トップが決意し、施設や病院が一丸となって取り組む。
・現場スタッフをバックアップ
・事故やトラブルが生じた際にトップが責任を引き受ける姿勢

２ みんなで議論し、共通の意識を持つ。

３ まず、身体拘束を必要としない状態の実現を目指す。
・利用者について、もう一度心身の状態を正確にアセスメントし、身体拘束を必要としない状態
を追求していくことが重要。

・問題行動がある利用者は、過去の生活履歴等にも関係するが、次のようなことが予想される。
①スタッフの行為や言葉かけが不適当か、またはその意味が分からない場合
②自分の意思にそぐわないと感じている場合
③不安や孤独を感じている場合
④身体的な不快や苦痛を感じている場合
⑤身の危険を感じている場合
⑥何らかの意思表示をしようとしている場合

４ 事故の起きない環境を整備し、柔軟な応援態勢を確保する。
・ベッドから敷き布団へ変更、手すりを付ける等

５ 常に代替的な方法を考え、身体拘束を行う場合は極めて限定的に。
・いかに解除するかを検討することから始める。



身体拘束廃止身体拘束廃止
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■ 身体拘束廃止の目指すもの （H18.12.22特別区職員研修資料から）

単に、身体拘束の件数をゼロにすることだけを、目指すものではない。利用者

本位のケアのあり方を再認識し、拘束の必要のない、高いレベルの介護・看護を

実現していくことが本来の目的である。

したがって、身体拘束廃止には、より良いケアを目指して改善していくプロセス

が重要である。廃止が困難な事例について、

・常に利用者の立場で、拘束の弊害やケアのあり方を考える。

・「なぜ拘束がやめられないのか」、「やめるために必要な条件は何か」といった
検証を継続し、職員が情報を共有する。

・拘束の状態やその理由などの記録を徹底する。

・家族に対して拘束の状況や今後の方針を説明する。

などが必要となる。

身体拘束を必要としないケアの実現のためには、スタッフが介護の技術や医療面

についての知識をきちんと持つことが重要。その上で、利用者一人ひとりについて、

適切なアセスメントやケアプランの見直しができる体制の整備が必要である。
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